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議 案 目 録 

 

議案第２９号 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用に 

ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

議案第３０号 久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任 

命について・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

議案第３１号 久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一 

部を改正する告示について・・・・・・・・・・１１ 
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議案第２９号 

 

久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

 

久喜市教育委員会会計年度任用職員を、別紙のとおり採用すること

について議決を求める。 

 

 

令和８年４月２３日提出 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第２９号 「久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について」の別紙

資料につきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

【職種】 

１ 公民館事業運営委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－4－ 



議案第３０号 

 

久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命について 

 

久喜市教育委員会所管の委員等を、別紙のとおり委嘱又は任命する

ことについて議決を求める。 

 

 

令和８年４月２３日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第３０号 「久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命について」の

別紙資料につきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

【職種】 

１ 久喜市中学生学力アップ推進事業コーディネーター 

２ 久喜市中学生学力アップ推進事業学習支援員 

３ 小学校理科支援員 

４ 久喜市地域学校協働活動推進員 

５ 久喜市教育集会所運営委員会委員 

６ 久喜市立図書館運営審議会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－6～10－ 



議案第３１号 

 

久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一部を改正する 

告示について 

 

久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一部を、別紙のとおり改

正することについて議決を求める。 

 

 

令和８年４月２３日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一部を改正する告示 

久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱（平成２６年久喜市教育委員会告示第

１０号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２号中「保持者又は」を削る。 

 第４条第１号中「の後継者育成団体」を削り、同条第２号中「及び指定無形文

化財等（前号に掲げる者を除く。）」を削る。 

 第５条及び第６条を次のように改める。 

 （交付申請） 

第５条 交付金の交付を申請しようとする者（次条において「申請者」とい

う。）は、指定文化財維持等交付金交付申請書兼請求書（様式第１号。次条に

おいて「申請書兼請求書」という。）を、次の各号に掲げる文化財の区分に応

じ、当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

 （１）指定有形文化財等 当該文化財等の現況写真 

 （２）指定無形文化財等 当該文化財等を保持する者が主たる指導員として後

継者を育成していることが確認できる写真 

 （交付決定等） 

第６条 市長は、申請者から申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を

審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付金の交付について決定し、交付金の額を確定

したときは、指定文化財維持等交付金交付決定通知書（様式第２号）により申

請者に通知し、交付金を交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により交付金を交付しないことを決定したときは、指

定文化財維持等交付金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知す

るものとする。 

第７条を削り、第８条を第７条とする。 

 様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第５条関係） 
 

指定文化財維持等交付金交付申請書兼請求書 
 

年  月  日  
久喜市長      あて 

 
申請者 住所        

氏名又は団体名   
又代表者氏名    

 
久喜市指定文化財維持等交付金の交付を受けたいので、久喜市指定文化財維持

等交付金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申請し、請求します。 
交付年度          年 度 

交付金の交付を受ける指定文化財 交付申請兼請求額 
 円 
 円 

合   計 円 
 
口座振込依頼書 
久喜市指定文化財維持等交付金を下記の口座に振り込んでください。 

記 

振 込 先 
金 融 機 関 

銀  行 
          信用金庫         支店 

農  協 

預 金 の 種 類 
預金口座番号 

普 通 預 金 
当 座 預 金 

口座番号 

ふ り が な  

預金口座名義人  

（発行責任者及び担当者） 
発行責任者      （電話番号  ） 
担 当 者       （電話番号  ） 
※請求者と同じ場合は記入不要です。 
※請求内容等について、電話で確認をさせていただく場合があります。 
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様式第２号中「要綱第６条」の次に「第２項」を加える。 

 様式第３号を次のように改める。 
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様式第３号（第６条関係） 

 

指定文化財維持等交付金不交付決定通知書 

 

久 第      号  

年  月  日  

 

      様 

 

久喜市長         

 

     年  月  日付けで申請のありました久喜市指定文化財維持等交付

金の交付については、下記の理由により交付しないことに決定したので、久喜市

指定文化財維持等交付金交付要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

 不交付理由 
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附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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